
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

              

 

中遠聖苑 

    袋井市浅名 2134番地の 151 

    電話 0538-23-6742 

    8：30～17：15（友引・元旦を除く） 

袋井市森町広域行政組合事務局総務課 

袋井市岡崎 6635番地の 192 

電話 0538-30-0530 

8：30～17：15（土・日・祝日及び年末年始を除く） 

 
 

 

 



待合室を告別式場として利用される皆様へ 

１ 利用の手続について 

⑴ 袋井市役所火葬予約受付へ、待合室を告別式として利用することを連絡の上、火葬予

約をしてください。午後２時のみ予約受付します。また、中遠聖苑又は袋井市森町広

域行政組合事務局総務課へ待合室を告別式として利用することを連絡して、事前打ち

合わせをしてください。  

⑵ 袋井市役所及び浅羽支所並びに森町役場の火葬許可証発行窓口で、中遠聖苑待合室使

用許可申請書をお受け取りください。 

⑶ 中遠聖苑待合室利用許可申請書を御記入の上、火葬当日、中遠聖苑事務室へ提出して

ください。中遠聖苑待合室使用許可証を交付するとともに、待合室使用料納付書をお

渡しします。期日までに使用料を納付してください。 

 ※ 不明事項は中遠聖苑又は袋井市森町広域行政組合事務局総務課へお問い合わせくだ

さい。 

 

２ 葬儀の利用方法について 

    告別式後に火葬を行います。 

告別式 １３：００   火 葬 １４：００ 

    なお、時間厳守で行うようお願いします。告別式詳細については、利用される方と

葬祭業者様で打合せをお願いします。 

 

３ 待合室使用料について 

区          分 使 用 料 

 死亡届が死亡当時、袋井市の住民の場合 

(住民とは、住民基本台帳に登録されている者をいい

ます。） 

２時間以内 無  料 

２時間を超えるとき 

 

１時間につき 

   ３,２００円 

 

上 記 以 外 の 場 合 

 

２時間以内 無  料 

２時間を超えるとき 

 

１時間につき 

   ６,４１０円 

 

４ 利用に際してのお願い 

⑴  告別式場は、待合室１、２（洋室１６８人）と控室１、２（和室）を利用していた 

  だきます。 

⑵  葬儀に伴う祭壇は、各自でご用意ください。また、準備や片づけ等はすべて利用さ 

  れる方で行ってください。中遠聖苑の運営上、供物、生花、花輪は、最小限にするよ

うご協力ください。供物、生花は式場内とし、花輪は所定の場所にしてください。 

 

 

 



⑶  精進落としなどの利用はできません。また、駐車場は、収容台数が限られておりま

す。他の会葬者もありますので、バスや相乗り等のご協力をお願いします。（葬祭業

者様の車輌は、東側職員駐車場付近へ駐車してください。） 

 

５ 中遠聖苑に用意してあるもの 

  ◆テーブル   ２４脚    ◆椅子 １６８脚      ◆座卓  ２脚 

  ◆湯飲み、やかん、お盆    ◆マイク設備    

 

６ 売店にあるもの 

◆お茶の葉     ◆菓子類    ◆ジュース類   ◆酒、ビール等 

 

７ 火葬場使用料 

区          分 使 用 料 

死亡者が死亡当時、袋井市及び森町の住民の

場合(住民とは、住民基本台帳に登録されている者） 

    １２歳以上 

    １２歳未満     

 

無  料 

無  料 

 

         上 記 以 外 の 場 合 

 

    １２歳以上 

    １２歳未満     

  ２７,０００円 

  ２０,０００円 

 

袋井市、森町の住民から生じたもの 

 

    人体の一部         無  料      

妊娠４ヶ月以上の胎児     無  料      

     産汚物類          無  料      

 

上記以外のもの 

 

    人体の一部       １０,０００円 

妊娠４ヶ月以上の胎児   １０,０００円 

     産汚物類         ２,０００円 

    参考（告別式場配置図例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

中遠聖苑待合室使用許可申請書                

申 請 者 

住 所 
 

氏 名 
 

死 亡 者 

住 所 
 

氏 名 
 

使 用 場 所   中遠聖苑待合室 

使 用 人 員 人 

使 用 日 時      年   月   日  
午前・午後   時から

午前・午後   時まで
 

使 用 責 任 者 

住

所 

 

氏

名 
             連絡先 電話  - 

 

        年  月  日 

 

   袋井市森町広域行政組合  管理者 袋井市長 大場 規之 様 

 

 

 

 

 

 

 

 



告別式場としてのタイムスケジュール 

 

告 別 式 後 に 火 葬 を 行 い ま す 。 

  告別式 １３:００   火葬 １４:００ 

式 の 流 れ 時 間 の 経 過 所 要 時 間 

 

 祭 壇 等 の 準 備 

 

 棺 の 到 着 時 刻 

 

 告 別 式 

 

 火            葬 

（三日の法要を含む。） 

 

 葬 儀 終 了 

 

 祭壇等の片づけ 

（室内、床清掃） 

 

 

  １２：００ ～ １３：００ 

 

  １２：５０ 

 

  １３：００ ～ １４：００ 

 

  １４：００ ～ １６：００ 

 

   

  １６：００ 

 

  １６：００ ～ １７：００ 

 

 

１時間（※1時間以上

かかる場合は前倒し） 

 

 

１時間 

 

２時間 

 

 

 

 

１時間 

 

【約５時間 00分】 

 


